
経常収支比率経常収支比率 実質公債費比率実質公債費比率 将来負担比率将来負担比率
令 和 6 年 度令 和 6 年 度 95.395.3 5.75.7 －－
令 和 5 年 度令 和 5 年 度 95.495.4 5.55.5 －－
令 和 4 年 度令 和 4 年 度 90.990.9 4.94.9 －－

－－ 18％以上になると起債に許可を要する18％以上になると起債に許可を要する 350％未満が望ましい350％未満が望ましい
参考 : 県内町村平均参考 : 県内町村平均

（令和 5 年度）（令和 5 年度） 89.189.1 6.96.9 －－

令和6年度
町民一人当たりの町税

（％）

令和6年度
町民一人当たりの費用

※一人当たりの額は、令和7年3月※一人当たりの額は、令和7年3月
31日現在の総人口10,193人で算出31日現在の総人口10,193人で算出

合　計合　計 127,959 127,959 
町民税町民税 52,035 52,035 
固定資産税固定資産税 66,133 66,133 
軽自動車税軽自動車税 4,7494,749
町たばこ税町たばこ税 5,0425,042

合　計合　計 600,809 600,809 
議会費議会費 7,272 7,272 
総務費総務費 118,707 118,707 
民生費民生費 176,076 176,076 
衛生費衛生費 65,307 65,307 
労働費労働費 265265
農林水産業費農林水産業費 14,508 14,508 
商工費商工費 16,141 16,141 
土木費土木費 34,619 34,619 
消防費消防費 37,817 37,817 
教育費教育費 65,91165,911
災害復旧費災害復旧費 699699
公債費公債費 63,487 63,487 
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一般会計一般会計

歳入決算額歳入決算額 6,213,402 6,213,402 

歳出決算額歳出決算額 6,124,0516,124,051

歳入歳出差引額歳入歳出差引額 89,351 89,351 

国民健康保険国民健康保険
特別会計特別会計

歳入決算額歳入決算額 1,518,303 1,518,303 

歳出決算額歳出決算額 1,484,648 1,484,648 

歳入歳出差引額歳入歳出差引額 33,655 33,655 

後期高齢者医療後期高齢者医療
特別会計特別会計

歳入決算額歳入決算額 190,835 190,835 

歳出決算額歳出決算額 188,956 188,956 

歳入歳出差引額歳入歳出差引額 1,879 1,879 

介護保険特別会計介護保険特別会計

歳入決算額歳入決算額 1,256,840 1,256,840 

歳出決算額歳出決算額 1,166,8681,166,868

歳入歳出差引額歳入歳出差引額 89,972 89,972 

関口茂八翁奨学事業関口茂八翁奨学事業
特別会計特別会計

歳入決算額歳入決算額 18,829 18,829 

歳出決算額歳出決算額 18,829 18,829 

歳入歳出差引額歳入歳出差引額 0 0 

令和6年度会計別決算額 （千円）（千円）

（円）（円）

（円）（円）

令和 6 年度　決算

令和6年度決算に基づく健全化判断比率 （％）（％）

（％）（％）令和6年度決算に基づく資金不足比率（各公営企業の比率）

健全化判断比率健全化判断比率 実質赤字比率実質赤字比率 連結実質赤字比率連結実質赤字比率 実質公債費比率実質公債費比率 将来負担比率将来負担比率
ときがわ町ときがわ町 －－ －－ 5.75.7 － － 

早期健全化基準早期健全化基準 15.00 15.00 20.00 20.00 25.0 25.0 350.0 350.0 
財政再生基準財政再生基準 20.00 20.00 30.00 30.00 35.0 35.0 

説  明説  明

普通会計の赤字の程度普通会計の赤字の程度
を指標化し、財政運営のを指標化し、財政運営の
深刻度を示す比率です。深刻度を示す比率です。  
  対 象 対 象 
  対象対象
普通会計普通会計

ときがわ町全会計の赤ときがわ町全会計の赤
字や黒字を合算し、町字や黒字を合算し、町
としての赤字の程度をとしての赤字の程度を
指標化し、町としての指標化し、町としての
運営の深刻度を示す比運営の深刻度を示す比
率です。 率です。 
  
  対象 対象 
ときがわ町の全会計ときがわ町の全会計

借入金（地方債）の返借入金（地方債）の返
済額及びこれに準じる済額及びこれに準じる
額の大きさを指標化し、額の大きさを指標化し、
資金繰りの危険度を示資金繰りの危険度を示
す比率で、3 年間の平す比率で、3 年間の平
均値です。 均値です。 
  
  対象 対象 
ときがわ町の全会計＋ときがわ町の全会計＋
一部事務組合・広域連合一部事務組合・広域連合

ときがわ町の普通会計ときがわ町の普通会計
の借入金（地方債）やの借入金（地方債）や
将来支払っていく可能将来支払っていく可能
性のある負担等を現時性のある負担等を現時
点での残高の程度で指点での残高の程度で指
標化し、将来、財政を圧標化し、将来、財政を圧
迫する可能性が高いか迫する可能性が高いか
どうかを示す比率です。 どうかを示す比率です。 
  
  対象 対象 
ときがわ町全会計＋一ときがわ町全会計＋一
部事務組合・広域連合部事務組合・広域連合
＋地方公社・第 3 セク＋地方公社・第 3 セク
ター等ター等

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字であり、将来負担比率はなくなったため「－」と記載。※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字であり、将来負担比率はなくなったため「－」と記載。
※上記 4 つの比率が早期健全化基準を上回ると、早期の財政健全化が必要な自治体（イエローカード）とされる。※上記 4 つの比率が早期健全化基準を上回ると、早期の財政健全化が必要な自治体（イエローカード）とされる。
※�上記 4 つの比率が財政再生基準を上回ると、財政の再生が必要な自治体（レッドカード）とされ、地方債の起債制限を※�上記 4 つの比率が財政再生基準を上回ると、財政の再生が必要な自治体（レッドカード）とされ、地方債の起債制限を

受ける。受ける。

※資金不足比率は、資金不足額なしのため「－」と記載。				   ※資金不足比率は、資金不足額なしのため「－」と記載。				  
※�経営健全化基準とは、公営企業について定められた早期の経営健全化が必要な自治体（イエローカード）かを判断する※�経営健全化基準とは、公営企業について定められた早期の経営健全化が必要な自治体（イエローカード）かを判断する

基準。基準。

特別会計の名称特別会計の名称 浄化槽設置管理事業特別会計浄化槽設置管理事業特別会計 水道事業会計水道事業会計
ときがわ町ときがわ町 －－ －－

経営健全化基準経営健全化基準 20.00 20.00 20.00 20.00 

説　明説　明 各公営企業の資金不足比率（普通会計の実質赤字にあたる公営企業の資金不足額）各公営企業の資金不足比率（普通会計の実質赤字にあたる公営企業の資金不足額）
の事業規模に対する比率です。の事業規模に対する比率です。
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